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■井手浄水場を見学する井手小学校の児童たち
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い
で
の
ま
ち
か
ど

オ
ウ
ツ

チ
ン
グ

　

消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に
伴
い
、

家
計
へ
の
負
担
を
減
ら
し
、
消
費

の
下
支
え
を
図
る
た
め
に
、
平
成

27
年
度
分
の
市
町
村
民
税
（
均
等

割
）
が
課
税
さ
れ
な
い
方
に
は
「
臨

時
福
祉
給
付
金
」、
平
成
27
年
６
月

分
の
児
童
手
当
を
受
給
さ
れ
る
方

に
は
「
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給

付
金
」
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

■
臨
時
福
祉
給
付
金

　

平
成
27
年
１
月
１
日
に
住
民
票

の
あ
る
市
町
村
が
申
請
先
と
な
り

ま
す
。

〈
給
付
対
象
者
〉

　

平
成
27
年
度
分
市
町
村
民
税（
均

等
割
）
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
方
。

（
※
ご
自
身
を
扶
養
し
て
い
る
方
が

課
税
さ
れ
る
場
合
や
生
活
保
護
の

被
保
護
者
の
方
は
対
象
外
と
な
り

ま
す
。）

〈
給
付
額
〉

　

給
付
対
象
者
１
人
に
つ
き
６
，

０
０
０
円

〈
申
請
書
送
付
予
定
日
〉

　

平
成
27
年
７
月
下
旬

〈
申
請
期
間
〉

　

８
月
３
日
（
月
）
か
ら
10
月
30

日
（
金
）

■
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

　

平
成
27
年
５
月
31
日
に
住
民
登

録
の
あ
る
市
町
村
が
申
請
先
と
な

り
ま
す
。

〈
給
付
対
象
者
〉

　

平
成
27
年
６
月
分
の
児
童
手
当

（
特
例
給
付
を
除
く
。）
の
受
給
者
。

〈
給
付
額
〉

　

対
象
児
童
１
人
に
つ
き
３
，

０
０
０
円

　

※
子
育
て
の
申
請
は
平
成
27
年

６
月
初
旬
に
送
付
し
ま
し
た
「
児

童
手
当
現
況
届
」
の
裏
面
が
申
請

書
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
子
育
て

世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
の
申
請
欄

に
必
要
事
項
を
記
入
い
た
だ
き
、

押
印
の
上
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

※
公
務
員
の
方
は
、
勤
務
先
か

ら
配
布
さ
れ
て
い
る
児
童
手
当
受

給
証
明
書
・
申
請
書
を
持
参
の
上
、

申
請
し
て
下
さ
い
。（
公
務
員
の
方

は
井
手
町
で
児
童
手
当
の
受
給
が

確
認
で
き
な
い
為
、
個
別
の
申
請

案
内
が
出
来
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注

意
下
さ
い
。）

○
平
成
27
年
10
月
か
ら
臨
時
福
祉

給
付
金
と
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例

給
付
金
の
支
給
を
開
始
し
ま
す
。

支
給
が
決
定
し
た
方
に
は
給
付
金

支
給
決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

○
申
請
期
間
等
は
各
市
町
村
に
よ

り
異
な
り
ま
す
の
で
、
井
手
町
以

外
が
申
請
先
と
な
る
方
は
、
事
前

に
そ
の
市
区
町
村
に
問
い
合
わ
せ

る
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
確

認
す
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　

問
い
合
わ
せ
先
住
民
福
祉
課（
℡

82
‐
６
１
６
４
）
ま
た
は
厚
生
労

働
省　

相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
（
℡

０
５
７
０
‐
０
３
７
‐
１
９
２
）

臨
時
福
祉
給
付
金
・
子
育
て
世
帯
臨
時

特
例
給
付
金
の
ご
案
内

　

井
手
町
は
６
月
５
日
（
金
）、
京

都
府
や
関
係
機
関
と
合
同
で
防
災

パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
い
、
豪
雨
な
ど

に
よ
る
災
害
発
生
の
恐
れ
が
あ
る

危
険
箇
所
の
現
状
や
、
今
後
の
防

災
対
策
、
緊
急
時
の
対
応
方
法
な

ど
を
確
認
し
ま
し
た
。

　

パ
ト
ロ
ー
ル
に
は
、
汐
見
明
男

町
長
と
町
消
防
団
を
は
じ
め
、
関

係
機
関
の
担
当
者
約
20
人
が
参
加

し
ま
し
た
。

　

豪
雨
時
に
土
砂
流
出
が
懸
念
さ

れ
る
急
傾
斜
地
を
は
じ
め
、
天
井

川
の
護
岸
の
確
認
、
ま
た
内
水
排

除
の
た
め
に
木
津
川
堤
防
に
設
置

さ
れ
た
排
水
横
断
管
の
敷
設
現
場

な
ど
を
視
察
し
、
現
状
や
今
後
の

対
策
な
ど
に
つ
い
て
協
議
し
ま
し

た
。

天井川を視察するパトロール参加者

関係機関の災害対策の取り組
みに感謝を述べる汐見町長

水防工法作業に汗を流す団員の皆さん

職員の説明に熱心に耳を傾ける児童たち

　

井
手
町
消
防
団
（
綱
田
貞
二
団

長
）
の
水
防
訓
練
が
５
月
31
日

（
日
）、
玉
水
橋
東
詰
の
木
津
川
堤

防
で
行
わ
れ
、
団
員
や
京
田
辺
市

消
防
署
井
手
分
署
員
ら
が
、
水
害

に
備
え
て
応
急
的
な
堤
防
補
強
や

災
害
危
険
箇
所
な
ど
を
確
認

　

関
係
機
関
と
防
災
パ
ト
ロ
ー
ル

漏
水
処
理
な
ど
の
水
防
工
法
の
手

順
を
再
確
認
し
ま
し
た
。

　

訓
練
で
は
、
団
員
た
ち
が
汗
だ

く
に
な
り
な
が
ら
、
真
剣
な
表
情

で
各
種
水
防
工
法
の
確
認
に
励
ん

で
い
ま
し
た
。

　

井
手
町
立
多
賀
小
学
校
の
４
年

生
15
人
が
６
月
９
日
（
火
）、
同
町

の
多
賀
浄
水
場
を
見
学
し
、
水
道

の
役
割
や
仕
組
み
に
つ
い
て
学
習

し
ま
し
た
。

　

児
童
た
ち
は
「
こ
の
浄
水
場
は

い
つ
か
ら
あ
り
ま
す
か
」「
ど
う
し

て
こ
こ
に
浄
水
場
を
作
っ
た
の
で

す
か
」
な
ど
、
担
当
の
職
員
に
熱

心
に
質
問
し
て
い
ま
し
た
。

　

６
月
15
日
（
月
）
に
は
、
井
手

小
学
校
の
４
年
生
も
井
手
浄
水
場

の
見
学
に
訪
れ
ま
し
た
。

水
害
に
備
え
団
員
ら
が
汗

　
　

 　

木
津
川
堤
防
で
水
防
訓
練

水
道
の
仕
組
み
を
学
習

　

井
手
小
・
多
賀
小
が
浄
水
場
見
学

高
齢
者
福
祉
施
設
に
ジ
ャ
ガ
イ
モ

　

井
手
町
老
人
ク
ラ
ブ
連
絡
協
が
寄
贈

　

井
手
町
老
人
ク
ラ
ブ
連
絡
協
議

会
は
６
月
12
日
（
金
）、
今
年
も

会
員
が
育
て
て
き
た
ジ
ャ
ガ
イ
モ

を
収
穫
し
、
井
手
町
立
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー
や
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
「
い
で
の
里
」
を
は
じ
め
、

近
隣
の
高
齢
者
福
祉
施
設
に
寄
贈
。

施
設
の
方
々
に
大
変
喜
ば
れ
ま
し

た
。

施設にジャガイモを届ける皆さん
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８
月
26
日
に
任
期
が
満
了
す
る

井
手
町
長
選
挙
は
、
８
月
４
日
に

告
示
さ
れ
８
月
９
日
が
投
票
日
と

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
選
挙
は
井

手
町
民
の
代
表
を
選
ぶ
大
切
な
選

挙
で
あ
り
、
棄
権
し
な
い
で
、
よ

く
見
、
よ
く
聞
き
、
よ
く
考
え
て

必
ず
投
票
し
ま
し
ょ
う
。

【
投
票
で
き
る
人
は
】

　

今
回
の
選
挙
に
投
票
資
格
が
あ

る
人
は
、
平
成
７
年
８
月
10
日
以

前
生
ま
れ
、
投
票
日
当
日
20
歳
以

上
に
な
っ
て
い
る
方
で
す
。
こ
の

う
ち
、
平
成
27
年
５
月
３
日
ま
で

に
町
内
に
住
民
登
録
を
し
て
、
投

票
日
に
お
い
て
も
引
き
続
い
て
在

住
さ
れ
て
い
る
方
は
、
井
手
町
で

投
票
で
き
ま
す
。

【
投
票
所
入
場
券
の
配
布
】

　

投
票
所
入
場
券
の
配
布
に
つ
き

ま
し
て
は
、
選
挙
人
一
人
に
一
枚
、

郵
便
は
が
き
に
て
、
ご
家
庭
に
お

届
け
し
ま
す
。
投
票
日
当
日
ま
で

大
切
に
保
管
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
投
票
所
入
場
券
は
忘
れ
ず
に
】

　

８
月
９
日（
日
）の
投
票
日
に
は
、

次
の
こ
と
を
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
投
票
時
間
は
、
午
前
７
時
か
ら

午
後
８
時
ま
で
で
す
。

◎
入
場
券
に
指
定
さ
れ
た
投
票
所

以
外
で
は
投
票
で
き
ま
せ
ん
。

◎
投
票
所
に
行
く
と
き
は
、
入
場

券
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
も
し
、

お
忘
れ
に
な
っ
た
時
は
、
そ
の
旨

を
投
票
所
の
係
員
に
申
し
出
て
、

再
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

◎
投
票
し
よ
う
と
す
る
時
は
、
投

票
所
内
に
掲
示
さ
れ
て
い
る
候
補

者
の
氏
名
を
見
直
し
、
も
う
一
度

確
認
し
ま
し
ょ
う
。

【
代
理
・
点
字
投
票
は
】

　

身
体
の
故
障
な
ど
の
た
め
、
自

分
で
投
票
用
紙
に
候
補
者
を
記
載

で
き
な
い
人
の
た
め
に
、
代
理
投

票
制
度
が
あ
り
ま
す
。
代
理
投
票

制
度
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
投
票

日
の
当
日
、
投
票
所
の
係
員
に
申

出
て
く
だ
さ
い
。
二
人
の
投
票
補

助
者
が
決
め
ら
れ
、
投
票
の
代
理

を
し
ま
す
。
ま
た
、
目
の
不
自
由

な
方
に
は
、
点
字
投
票
制
度
が
あ

り
ま
す
。
遠
慮
な
く
係
員
に
申
し

出
て
く
だ
さ
い
。

【
期
日
前
投
票
】

　

８
月
９
日
に
次
の
理
由
に
よ
り
、

投
票
日
に
投
票
所
に
行
け
な
い
と

見
込
ま
れ
る
方
の
た
め
に
、
期
日

前
投
票
制
度
が
あ
り
ま
す
。
期
日

前
投
票
が
で
き
る
場
合
は
、
次
の

と
お
り
で
す
。

１
．
投
票
日
当
日
、
職
務
に
従
事

中
で
あ
る
と
き
。

２
．
何
ら
か
の
用
事
の
た
め
、
旅

行
中
ま
た
は
滞
在
中
で
あ
る
場
合

（
た
と
え
ば
、
レ
ジ
ャ
ー
や
買
い
物

な
ど
の
私
用
で
投
票
区
の
区
域
外

に
い
る
よ
う
な
場
合
。）

３
．
投
票
日
当
日
、
出
産
、
手
術
、

身
体
の
障
が
い
等
で
歩
く
こ
と
が

困
難
で
あ
る
場
合
。

　

◎
期
日
前
投
票
の
で
き
る
期
間

は
、
８
月
５
日
（
告
示
の
翌
日
）

か
ら
８
月
８
日
（
投
票
日
の
前
日
）

ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。
投
票
時

間
は
午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
８

時
ま
で
の
間
、
役
場
西
別
館
１
階

期
日
前
投
票
所
で
、
行
っ
て
い
ま

す
。

【
不
在
者
投
票
に
つ
い
て
】

　

８
月
９
日
の
投
票
日
に
、
都
道

府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定

し
た
病
院
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
又
は
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施

設
に
入
所
中
の
方
は
、
選
挙
当
日
、

投
票
に
行
け
な
い
と
見
込
ま
れ
る

方
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
投
票
日
の

前
で
も
病
院
施
設
等
で
不
在
者
投

票
を
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
不

在
者
投
票
の
で
き
る
期
間
は
、
８

月
５
日
（
告
示
の
翌
日
）
か
ら
８

月
８
日
（
投
票
日
の
前
日
）
ま
で

と
な
っ
て
い
ま
す
。
詳
し
い
こ
と

は
、
病
院
や
老
人
ホ
ー
ム
等
又
は
、

選
挙
管
理
委
員
会
に
お
た
ず
ね
く

だ
さ
い
。

【
井
手
町
以
外
の
市
区
町
村
で
不
在

者
投
票
を
す
る
と
き
】

１
． 

不
在
者
投
票
を
さ
れ
る
方
は
、

あ
ら
か
じ
め
滞
在
地
の
市
区
町
村

の
選
挙
管
理
委
員
会
で
宣
誓
書
用

紙
の
交
付
を
受
け
、
こ
れ
に
投
票

日
当
日
（
８
月
９
日
）
に
投
票
所

に
行
っ
て
投
票
で
き
な
い
理
由
に

○
を
付
け
、
井
手
町
選
挙
管
理
委

員
会
に
直
接
ま
た
は
郵
便
で
投
票

用
紙
等
を
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

２
．
請
求
を
受
け
た
選
挙
管
理
委

員
会
は
、
投
票
用
紙
、
不
在
者
投

票
用
封
筒
お
よ
び
封
筒
に
入
れ
封

を
し
た
「
不
在
者
投
票
証
明
書
」

を
交
付
し
ま
す
。
こ
の
「
不
在
者

投
票
証
明
書
」
の
封
筒
は
決
し
て

開
封
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
開
封

さ
れ
る
と
不
在
者
投
票
が
で
き
な

く
な
り
ま
す
。

３
．交
付
さ
れ
た
投
用
紙
等
を
持
っ

て
滞
在
地
な
ど
の
市
区
町
村
選
挙

管
理
委
員
会
の
指
示
に
従
っ
て
投

票
し
ま
す
。

４
．
不
在
者
投
票
を
受
け
付
け
た

滞
在
地
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、

あ
な
た
の
不
在
者
投
票
を
す
ぐ
井

手
町
選
挙
管
理
委
員
会
へ
送
付
し

ま
す
が
、
投
票
所
閉
鎖
時
刻
ま
で

に
到
着
し
な
い
と
無
効
に
な
り
ま

す
の
で
早
め
に
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

【
郵
便
等
投
票
制
度
】

　

選
挙
人
で
身
体
障
害
者
手
帳
・

戦
傷
病
者
手
帳
・
介
護
保
険
の
被

保
険
者
証
を
交
付
さ
れ
て
い
る
人

で
、
そ
の
障
が
い
・
傷
病
・
要
介

護
状
態
区
分
の
程
度
が
一
定
以
上

で
あ
る
場
合
は
、
事
前
に
選
挙
管

理
委
員
会
へ
交
付
申
請
を
行
い
郵

便
等
投
票
証
明
書
の
交
付
を
受
け

て
お
き
、
そ
の
証
明
書
を
添
え
て

投
票
用
紙
を
請
求
し
、
郵
便
等
に

よ
り
自
宅
で
投
票
す
る
方
法
で
す
。

　

身
体
の
障
が
い
の
状
態
が
次
に

該
当
す
る
方
は
郵
便
投
票
制
度
の

対
象
と
な
り
ま
す
。

【
郵
便
等
投
票
に
お
け
る
代
理
記
載

制
度
】

　

郵
便
等
投
票
の
対
象
者
で
、
次

の
要
件
に
も
該
当
す
る
方
は
、
あ

ら
か
じ
め
、
選
挙
管
理
委
員
会
に

届
出
を
し
た
代
理
人
１
人
（
選
挙

種別 該当する障がい 障がいの程度

身体障害者手帳

両下肢・体幹・移動機能 １級・２級
心臓・じん蔵・呼吸器・ぼ
うこう・直腸・小腸 １級・３級

免疫・肝臓 １級から３級

戦傷病者手帳
両下肢・体幹 特別症項から第２

症項
心臓・じん蔵・呼吸器・ぼ
うこう・直腸・小腸・肝臓

特別症項から第３
症項

介護保険証 要介護５

権
を
有
す
る
人
）
に
投
票
に
関
す

る
記
載
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

制
度
で
す
。

・
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受

け
て
い
る
方
「
上
肢
ま
た
は
視
覚

の
障
が
い
の
程
度
が
１
級
」

・
戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
を
受
け

て
い
る
方
「
上
肢
ま
た
は
視
覚
の

障
が
い
の
程
度
が
特
別
項
症
か
ら

第
２
項
症
ま
で
」

の
方
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

以
上
が
不
在
者
投
票
の
あ
ら
ま

し
で
す
。
こ
れ
ら
の
制
度
は
一
人

で
も
多
く
の
方
が
大
切
な
選
挙
権

を
行
使
で
き
る
よ
う
設
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

【
開
票
は
井
手
町
自
然
休
養
村
管
理

セ
ン
タ
ー
で
】

　

開
票
事
務
は
、
投
票
日
当
日
、

午
後
８
時
45
分
か
ら
井
手
町
自
然

休
養
村
管
理
セ
ン
タ
ー
で
行
い
ま

す
。

　

詳
し
い
こ
と
は
、
井
手
町
選
挙

管
理
委
員
会
（
℡
82
‐
６
１
６
１
）

に
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

■あなたの投票所は
投票所名 投票所の施設名 区域
第１投票所 井手小学校体育館 水無、高月、石垣
第 2 投票所 上井手区公民館 上井手、田村新田
第 3 投票所 多賀小学校体育館 東部、西部、北部
第 4 投票所 南部公民館 南部
第 5 投票所 玉水公民館 玉水
第 6 投票所 いづみ人権交流センター 北、南

井
手
町
長
選
挙

　

投
票
日
は
８
月
９
日
（
日
曜
日
）
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国民健康保険のお知らせ
●限度額認定証、限度額適用・標準負担額認定証の更新について
　現在「認定証」をお持ちの方は有効期限が平成 27 年 7 月 31 日までとなっており、8 月以降も必要な方は申請が
必要となりますので、井手町保健医療課までお越しください。
申請時に必要なもの・・・国民健康保険被保険者証、印鑑
●高齢受給者証の更新について
　70 歳以上の方にお持ちいただく高齢受給者証について、現在お持ちのものは有効期限が平成 27 年７月 31 日ま
でとなっております。
　井手町保健医療課から新たな高齢受給者証を７月中旬頃に送付しますので、８月以降に医療機関等で受診され
る場合は必ず新しい高齢受給者証を提示してください。

○○○保健医療課からのお知らせ○○○

後期高齢者医療制度のお知らせ
●後期高齢者医療被保険者証の更新
　平成 27 年 7 月 31 日で「紫色」の被保険者証は有効期限が切れ、平成 27 年 8 月からは「桃色」の被保険者証に
変わります。井手町保健医療課から新たな被保険者証を 7 月中旬に送付します。8 月以降に医療機関等で受診され
る場合は必ず新しい被保険者証を提示してください。
●限度額適用・標準負担額減額認定証の更新
　現在「認定証」をお持ちの方は平成 27 年 7 月 31 日で有効期限が切れますが、引き続き低所得者（非課税世帯）
と確認が取れた方には新しい「認定証」を被保険証送付の際に同封します。
なお、現在「認定証」をお持ちでない方で非課税世帯に該当される方は申請が必要ですので、保健医療課までお越
しください。申請時に必要なもの・・・後期高齢者医療被保険者証・印鑑
●保険料について
　平成 27 年度の保険料額決定通知書を、被保険者の皆様あてに 7 月中旬に送付しますので、ご確認ください。所
得の低い方の軽減措置が変更されています。

◆所得割：基礎控除後の総所得金額等が 58 万円以下の方　⇒　5 割軽減
◆均等割：下表のとおり、世帯（被保険者と世帯主）の所得に応じて軽減されます。

軽減割合 世帯の総所得金額等が下記の基準を超えない世帯
9 割軽減 8.5 割軽減対象世帯のうち、被保険者全員が年金収入 80 万円以下（その他所得がない）の世帯の方

8.5 割軽減 基礎控除額（33 万円）
５割軽減 【基礎控除額（33 万円）＋ 26 万円×被保険者数
２割軽減 【基礎控除額（33 万円）＋ 47 万円×被保険者数（被保険者である世帯主を含む）】

※制度加入の前日まで会社の健康保険や協会けんぽ、共済組合の被扶養者であった方は、所得割はかからず均等割が 9 割軽減されます。
※災害及びその他の事情により、保険料の納付が困難な場合に、申請により減額・徴収猶予が受けられる場合があります。

　原則として年金から天引きされます。年金から天引きできない方は納付書等で納めます。年金から天引きになっ
ている方でも、申請することによって口座振替に変更ができます。
※ 口座振替に変更した場合、その社会保険料控除は、口座振替により支払った方に適用されます。これにより、世帯全体の所得税や住
民税が減額となる場合がありますので、十分ご留意ください。

所得割額＝課税のもととなる所得金額×所得割率（9.17 ／ 100）
均等割額＝ 47,480 円

年間保険料
[57 万円を限度 ]

保険料の軽減措置

保険料算出方法

保険料の支払い方法

福祉医療受給者証等の申請のお知らせ
　「福祉医療受給者証（マル老・障害・ひとり親）」「重度
心身障害老人健康管理事業対象者証」の受給者証等の申請
時期が来ましたので、お知らせします。《該当と思われる
方につきましては、申請証等を送付します》

地区名 日時 場所
北区
南区 7 月 27 日（月）午前 9 時～ 11 時 30 分 いづみ人権交流センター

多賀地区 7 月 28 日（火）午前 9 時～ 11 時 30 分 老人福祉センター賀泉苑
上井手区
田村新田区
石垣区

7 月 29 日（水）午前 9 時～ 11 時 30 分 井手町役場西庁舎 1 階

玉水区
水無区
高月区

7 月 29 日（水）午後 1 時 30 分～ 4 時 井手町役場西庁舎 1 階

井手町老人医療費支給制度（マル老）について
　　　　　　　　　『65 歳以上～ 70 歳未満の方』

　医療機関など受診の際に、窓口で支払う健康保険
の自己負担額を「70 歳～ 74 歳の自己負担」と同基
準となるように負担を軽減する制度です。
　井手町内にお住まいで、社会保険や国民健康保険
などの健康保険に加入中の 65 歳以上 70 歳未満で、
本人及び世帯の生計中心者の方が所得税非課税の場
合対象となります。
　※なお昭和 25 年 8 月 1 日以前生まれの方は従前
の基準で判定します。

ご相談・お問い合わせは、
　　　　　　　　保健医療課（℡ 82-6166）　まで
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　介護保険では、一定の要件を満たすと施設等へ支払う利用料を減額する制度があります。減額を受けるには申請が必要で
あり、既に減額を受けている方も７月 31 日（金）で有効期間が終了するため更新の手続きをしてください。

・要件（平成 27 年８月１日以降有効となる認定から、要件に②と③が加わりました。）
①本人及び世帯全員が住民税非課税であること。
②同一世帯に属さない配偶者（配偶者と世帯分離をしている場合（事実婚を含む））がいる場合、その配偶者が住民税非課
　税であること。
③利用者とその配偶者が所有する現金、預貯金、有価証券等の資産の合計額が 2,000 万円（配偶者がいない場合は 1,000 万円）
　以下であること。

・減額される費用
食費・居住費（部屋代）の負担限度額は次の表のとおりです
◆利用者負担段階と負担限度額（１日あたり）

負担限度額（日額）【単位：円】

食費
住居費

ユニット型 従来型個室 多床室
個室 準個室 （特養） （老健・療養型） （特養） （老健・療養型）

基準費用額※ 1,380 1,970 1,640 1,150 1,640 840 370
第 3 段階 650 1,310 1,310 820 1,310 370 370
第 2 段階 390 820 490 420 490 370 370
第 1 段階 300 820 490 320 490 0 0
※基準費用額とは、全額自己負担した場合の平均的な費用額です。

・提出書類
①申請書②申請日の直近から２か月前までの通帳の写し、証券や信託銀行、銀行口座残高の写し、借用証書の写しを添付
③同意書

一定以上所得者の利用者負担割合の見直しについて（平成 27 年８月から）
　65 歳以上（第１号被保険者）の方が、介護サービスを利用するときの負担割合は原則１割ですが、平成 27 年８月から、
一定以上の所得がある方については、負担割合が２割になります。
◆利用者負担の一覧

利用者負担割合

認定を受けている第１号被
保険者

本人の合計所得金額が 160
万円以上

　下記以外の場合 ２割
同一世帯の第１号被保険者
の年金収入 +その他収入の
合計所得金額

単身は 280 万未満 １割

２人以上は 346 万未満 １割
本人の合計所得金額が 160 万円未満 １割

・介護保険負担割合証の交付について
　要介護認定を受けている全ての方に負担割合（１割又は２割）が記載された「介護保険負担割合証」を交付します。
　この「介護保険負担割合証」は、平成 27 年８月から介護サービスを利用するときに、「介護保険被保険者証」とともに必
要になります。
　「介護保険負担割合証」の送付は７月下旬を予定しています。
　受領後、負担割合をご確認いただくとともに、ケアマネジャー及び介護サービス事業所に「介護保険被保険者証」と一緒に「介
護保険負担割合証」を提示していただきますようお願いします。
　なお、月々の利用者負担には上限があり、上限を超えた分は高額介護サービス費が支給されますので、全ての方の負担が
２倍になるわけではありません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせは高齢福祉課（℡ 82-6165）まで

■■介護保険施設・ショートステイ利用時の食費・居住費（部屋代）の軽減申請について■■

　

薬
物
乱
用
は
周
囲

の
人
か
ら
誘
わ
れ
て

好
奇
心
や
興
味
本
位

で
手
を
染
め
る
ケ
ー

ス
が
多
く
み
ら
れ
ま

す
。 薬

物
乱
用
は

　
　
「
ダ
メ
。
ゼ
ッ
タ
イ
。」

　
「
や
せ
ら
れ
る
。」「
気
分
が
よ
く
な
る
。」

な
ど
の
甘
い
誘
い
文
句
や
覚
せ
い
剤
を
「
エ

ス
」「
ス
ピ
ー
ド
」
な
ど
と
呼
ん
で
乱
用
薬

物
と
は
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
誘
わ
れ
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
薬
物
乱
用
に
対
す
る
理
解
を

深
め
、
絶
対
に
手
を
出
さ
な
い
と
い
う
自
覚

が
大
切
で
す
。

○
薬
物
乱
用
世
代
の
広
が
り

　

乱
用
薬
物
に
対
す
る
警
戒
心
や
抵
抗
感
が

薄
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
や
携
帯
電
話
等
の
普
及
に
よ
る
配
給
源
の

多
様
化
に
よ
り
、
薬
物
乱
用
が
一
般
の
人
々

に
も
ま
ん
延
し
て
き
て
い
ま
す
。

　

若
年
層
に
お
け
る
薬
物
乱
用
者
が
急
増
し

て
お
り
、「
か
っ
こ
い
い
か
ら
」「
１
回
だ
け

な
ら
」
と
言
っ
た
好
奇
心
か
ら
手
を
染
め
て

し
ま
う
ケ
ー
ス
が
多
く
み
ら
れ
ま
す
。

○
危
険
ド
ラ
ッ
グ
の
乱
用
に
つ
い
て

　

危
険
ド
ラ
ッ
グ
と
は
、
麻
薬
、
向
精
神
薬

に
は
指
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
麻
薬
、

向
精
神
薬
に
似
た
多
幸
感
、
快
感
等
を
高
め

る
製
品
で
す
。
若
年
層
の
乱
用
に
加
え
、
他

の
乱
用
薬
物
に
手
を
染
め
て
し
ま
う
ゲ
ー
ト

ウ
ェ
イ
ド
ラ
ッ
グ
（
入
門
薬
）
に
な
る
な
ど

事
態
は
深
刻
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
危
険
ド
ラ
ッ
グ
の
使
用
者
に
よ
る

交
通
事
故
や
犯
罪
も
起
き
て
お
り
、
個
人
の

健
康
被
害
だ
け
で
な
く
、
社
会
全
体
に
悪
影

響
を
及
ぼ
し
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
27
年
１
月
25
日
に
全
面
施
行

さ
れ
た
「
京
都
府
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関

す
る
条
例
」
で
は
、
危
険
薬
物
の
製
造
、
販

売
、
使
用
、
所
持
等
が
全
面
禁
止
さ
れ
て
お

り
、
違
反
し
た
場
合
、
最
大
２
年
の
懲
役
又

は
１
０
０
万
円
の
罰
金
が
科
さ
れ
ま
す
。
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子育て支援カレンダー
子育て支援センターって？
子育て支援センターは、親子で一緒に遊んだり、子育ての情報交換や相談のできるところです。
センター内には手作りのおもちゃもたくさんあります。自由に気軽に遊びに来てください♪

【所在地】井手町大字井手小字玉ノ井４８－２（玉川保育園内にあります）
【TEL・FAX】８２－２２３２
【開いてる日】月曜日～金曜日（日曜・祝日を除く）９：３０～１６：００

7 月 　　行事予定　（行事がない日でも毎日遊びに来れます♪）

と　　　　　き 内　　容 場所・備考

13 日（月）10：30 ～ 12：00 小児救急講習会
「人工呼吸・心肺蘇生法」 ※申込制

14 日（火） 9：30 ～ 11：30 前向き子育て
プログラム⑦

対象：2 歳児以上
※申込制

21 日（火）10：00 ～ 11：40 すくすくクラブ 対象：1 歳半～ 2 歳半
※申込制

23 日（木）10：30 ～ 12：00 子育てサークル
さんさん会

27 日（月）10：00 ～ 12：00 おでかけ広場 西部公民館

28 日（火）10：30 ～ 12：00 *hughug*
「ベビーマッサージ」 ※申込制

29 日（水）10：00 ～ 11：40 のびのびクラブ 対象：2 歳半～ 4 歳
※申込制

8 月

3 日（月） 10：30 ～ 12：00 リフレッシュ講座
「Fa(ther) テラピーエクササイズ」 ※申込制

6 日（木） 10：30 ～ 12：00 *hughug*
「ベビーマッサージ」 ※申込制

10 日（月）10：00 ～ 10：40 多賀保育園見学会 ※申込制

11 日（火）10：00 ～ 10：40 いづみ保育園見学会 ※申込制

12 日（水）10：00 ～ 10：40 玉川保育園見学会 ※申込制
※場所の記載のないものは、全て「子育て支援センター」で行います

親子の広場

＊さんさん会
対象：妊婦から 3 歳くらいの子と親
活動日：第１水曜日・３木曜日
　
＊竹の子ひろば
対象：妊婦から 3 歳くらいの子と親
活動日：月 2 回程度の水曜日
場所：多賀保育園
　
＊ *hughug*
対象：2 カ月～ 1 歳くらいまで
活動日：第 2 週の火曜日
参加費：1 回 500 円
※サークルに興味のある方は子育て支援セン
ターまでお問い合わせください。

子育てサークル

＊たんぽぽ広場
　　　対象：妊婦～就学前の親子　
＊おでかけ広場
　　対象：妊婦～就学前の親子
＊すくすくクラブ
　　対象：1 歳半～ 2 歳半の親子（申込制）
＊のびのびクラブ
　　対象：2 歳半～ 4 歳まで（申込制）

消防署からお知らせ
夏の火災防止運動が実施されます （８月１日 （土） から８月７日 （金） まで）

　この時季は暑さによる不注意や、帰省・行楽で外出する際の火の不始末などが原因で火災が起こりやす
くなります。各家庭や地域ぐるみで火災を予防しましょう

○帰省で家族が集まり、 天ぷらなど揚げ物をする機会が多

くなります。 調理中にコンロから離れるときは必ず火を消し

ましょう。

○火のついたローソク ・ 線香は倒れないよう注意しましょう。

また、 蚊取り線香は専用の器具で使用しましょう。

○花火をするときは、 大人が必ず一緒に付き添いましょう。

消火用の水バケツを用意し、 注意書きをよく読み正しく使

用し、 後始末をきちんと行いましょう。

お問合せ　　京田辺市消防署　井手分署　　℡８２－３０００
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第１２回井手町人権啓発コンクール

ポスター ･標語を募集します
　井手町では、人権啓発活動の一環として、第１２回井手町人権啓発コンクールを開催し、「人権ポスター」及び「人
権標語」を募集します。同和問題をはじめ、女性（ドメスティック ･ バイオレンス）、子ども（児童虐待）、高齢
者、障がいのある人など、さまざまな人権課題への思いや、東日本大震災で改めて感じた“命の大切さ”などを、
ポスターと標語で表現してください。
　応募作品は、今後の人権啓発活動で活用します。みなさん、ふるって応募してください。

　◇応募資格　　井手町在住または在勤の方
　◇テ ー マ　　人権（命）の大切さを表す内容のもの
　◇応募方法　　[ ポスター ]
　　　　　　　　　一人一点とします。四つ切り画用紙（縦 ･ 横自由）で着色画材は自由です。裏面に、名前（ふ
　　　　　　　　　りがな）、年齢（小中学生の場合は学校名と学年）、住所（町外在住で町内在勤の方は勤務先も）、
　　　　　　　　　電話番号を記入してください。
　　　　　　　　[ 標　　語 ]
　　　　　　　　　一人一点とします。名前（ふりがな）、年齢（小中学生の場合は学校名と学年）、住所（町
　　　　　　　　　外在住で町内在勤の方は勤務先も）、電話番号を記入してください。
　◇提 出 先　　いづみ人権交流センターに直接または郵送で提出してください。
　　　　　　　　　（〒 610-0302　井手町井手段ノ下 37- １）※ 標語はＦＡＸ（８２- ４１１２）でも受け付けます。
　◇締め切り　　２０１５年９月１１日（金）
　◇そ の 他

　　◇問合せ先　　いづみ人権交流センター（TEL ８２- ３３８０）

・応募作品の著作権及び使用権は主催者に帰属するものとします。
・応募作品は返却しません。
・応募作品についての個人表彰は行いません。
・作品を応募していただいた方には、参加賞を贈ります。

　広く府民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づけると
ともに、府民自身による道路交通環境の改善に向けた取り組みを推進することにより、交通事故防止の徹底を
図るため７月２１日から８月２０日までの３１日間、夏の交通事故防止府民運動が実施されます。
＜運動スローガン＞
　待つゆとり　笑顔で過ごす　古都の夏

＜運動重点＞
　◇子どもと高齢者の交通事故防止
　◇夕暮れ時・夜間の歩行中の交通事故防止
　　（反射材用品等の着用の促進）
　◇自転車の安全な利用の推進
　◇暴走行為等危険運転の追放

平成２７年夏の交通事故防止府民運動

プレミアム商品券　8 月 1 日（土）午前 9 時から販売開始！
井手町商工会では、平成 27 年度　第 2 弾　プレミアム商品券を販売します。
3 割のプレミアムが付いた大変お得な商品券です。
井手町・京都府より補助金の交付を受けて井手町商工会が販売します。
販売時間等、詳細は、開催日までに新聞チラシに折込予定です。
是非この機会にお買い求め下さい。

【販売日・場所】
平成 27 年 8 月 1 日（土）・2 日（日）
　　　　　　　　　　　　9：00 ～ 12：00
　　　　　　　　　　　　（ただし、無くなり次第終了）
　　　　　　　　　　　　井手町商工会・西部公民館
　※今回は土曜日からの販売開始です。
　※第 1 弾と販売開始時間が変更になっています。
　　ご注意下さい。

【使用有効期限】
平成 27 年 8 月 1 日～平成 28 年 1 月 31 日

【販売予定額】
第 2 弾：2,600 万円分（第 2 弾：4,000 セット限り）
今回の第２弾は、前回第１弾より、販売開始時間と販
売方法が変更になります。ご注意ください。

【取扱店舗数】
約 90 店舗
取扱店は、のぼりが目印です。店舗により一部お取り
扱いできない商品もあります。
たばこ類、切手・収入印紙は、プレミアム商品券で購
入できません。

【内容・購入限度額等】
1 セット 6,500 円分（@500 円券 13 枚綴）を 5,000 円に
て販売。
お一人様 50,000 円（10 セット）まで先着にて。
期間中、お一人様 1 回限りの販売です。
事前予約は一切受け付けておりません。
各販売場所には駐車場はございません。
　　　　　　　　　　　　井手町商工会（℡ 82-4073）
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Information

おしらせ
日　

時
／
平
成
27
年
８
月
２
日
（
日
）

　
　
　
　

午
前
９
時
～
12
時

場　

所
／
京
田
辺
市
消
防
署
井
手
分
署
会
議
室

定　

員
／
10
名
程
度

参
加
費
／
無
料

受
付
期
間
／
８
月
１
日（
土
）午
後
5
時
ま
で
。

　

お
問
い
合
わ
せ
は
、
京
田
辺
市
消
防
署
井

手
分
署　
（
℡
82
‐
３
０
０
０
）

「
救
命
講
習
会
開
催
の
お
知
ら
せ
」

初
期
認
知
症
対
応
型
カ
フ
ェ
推
進
事
業

「
ほ
の
ぼ
の
カ
フ
ェ
ぷ
ら
す
」
の
ご
案
内

　

認
知
症
で
お
悩
み
の
方
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

せ
ん
か
。「
最
近
、
家
に
閉
じ
こ
も
り
が
ち

だ
な
あ
」、「
あ
の
人
ち
ょ
っ
と
心
配
だ
な
あ
」

「
介
護
・
認
知
症
予
防
に
取
り
組
み
た
い
な

あ
」、「
認
知
症
の
こ
と
な
ど
相
談
し
た
い
」

等
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
是
非
、
お
気
軽
に
お

越
し
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
認
知
症
予
防
の
脳
活
性
化
ク
ラ
ブ

を
同
時
間
帯
に
開
催
し
て
お
り
ま
す
。

こ
ち
ら
も
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

対　

象
／
認
知
症
で
お
悩
み
の
方
・
そ
の
家

族
の
方
等

費　

用
／
無
料

内　

容
／
認
知
症
に
関
す
る
相
談
（
必
要
に

応
じ
て
医
療
機
関
等
と
連
携
し
ま
す
。）

場　

所
／
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
「
玉
泉
苑
」　

日　

時
／
毎
月
第
３
火
曜
日
の
午
後
１
時
30

分
～
２
時
30
分

※
問
い
合
わ
せ
は
、
井
手
町
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
（
℡
82
‐
３
６
９
０
）
ま
で
。

講
座
・
教
室

「
熱
中
症
に
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
」

　

熱
中
症
は
予
防
が
で
き
る
病
気
で
す
。
部

屋
の
温
度
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
室
温
28
℃
を
超

え
な
い
よ
う
に
し
、
こ
ま
め
に
水
分
を
補
給

し
ま
し
ょ
う
。

　

脱
力
感
で
動
け
な

い
、
意
識
が
な
い
、

全
身
の
け
い
れ
ん
な

ど
の
症
状
が
あ
る
場

合
は
た
め
ら
わ
ず

に
救
急
車
を
呼
び
ま

し
ょ
う
。

【
平
成
27
年
度 
井
手
玉
川
大
学
開
講
式
お
よ

び
第
１
回
講
座
】

日
時
／
７
月
23
日
（
木
）

　
　
　

午
後
１
時
半
～
３
時

場
所
／
自
然
休
養
村
管
理
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ル

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
社
会
教
育
課
（
℡
82

‐
５
７
０
０
）
ま
で

【
和
太
鼓
教
室
】

日
時
／
７
月
18
日
（
土
）、
８
月
８
日
（
土
）

　
　
　

午
後
１
時
半
～

場
所
／
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
い
づ
み
人
権
交
流
セ

ン
タ
ー
（
℡
82
‐
３
３
８
０
）
ま
で

【
い
づ
み
ま
な
び
教
室
】

《
ペ
ン
習
字
》

日
時
／
７
月
30
日
（
木
）
午
後
１
時
半
～

《
大
正
琴
》

日
時
／
７
月
24
日
（
金
）・
８
月
４
日
（
火
）

　
　
　

午
前
10
時
～

持
ち
物
／
大
正
琴
・
楽
譜

《
太
極
拳
》

日
時
／
７
月
24
日
（
金
）・
８
月
７
日
（
金
）

　
　
　

午
後
１
時
半
～

持
ち
物
／
運
動
で
き
る
服
装
・
上
履
き

《
人
権
学
習
》

日
時
／
７
月
24
日
（
金
）

　
　
　

午
前
11
時
半
～
・
午
後
３
時
～

＊
各
教
室
の
材
料
費
等
は
自
己
負
担
と
な
り

ま
す

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
い
づ
み
人
権
交
流
セ

ン
タ
ー
（
℡
82
‐
３
３
８
０
）
ま
で

【
健
康
教
室
】

日
時
／
７
月
23
日
（
木
）

　
　
　

午
前
10
時
～
11
時
半

場
所
／
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
い
づ
み
人
権
交
流
セ

ン
タ
ー
（
℡
82
‐
３
３
８
０
）
ま
で

【
山
吹
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
天
文
台
公
開
】

日
時
／
７
月
22
日
（
水
）

　
　
　

予
備
日
７
月
24
日
（
金
）

　
　
　

８
月
４
日
（
火
）

　
　
　

予
備
日
８
月
７
日
（
金
）

　
　
　

午
後
８
時
～
９
時
半

「
京
都
や
ま
し
ろ
創
業
塾
」
開
催

山
城
区
域
商
工
会
広
域
連
携
協
議
会

　

山
城
区
域
商
工
会
広
域
連
携
協
議
会
は
、

８
月
か
ら
京
田
辺
市
商
工
会
館
を
会
場
に

「
京
都
や
ま
し
ろ
創
業
塾
」
を
開
催
し
ま
す
。

　

独
立
開
業
を
検
討
し
て
い
る
方
、
先
代
か

ら
事
業
を
受
け
継
ぐ
予
定
の
方
、
経
験
・
趣

味
な
ど
を
ビ
ジ
ネ
ス
化
し
た
い
方
を
対
象

に
、
初
め
て
「
経
営
」
を
行
う
た
め
の
基
礎

知
識
や
技
術
の
習
得
、
ま
た
「
創
業
の
志
」

を
持
っ
た
仲
間
作
り
の
場
と
し
て
開
催
す
る

セ
ミ
ナ
ー
で
す
。

日
時
は
、
８
月
23
日
（
日
）
～
10
月
４
日

（
日
）
の
毎
週
日
曜
日
（
９
月
20
日
を
除
く
）

午
前
10
時
～
午
後
５
時
の
全
６
回
。
受
講
料

　

こ
こ
ろ
の
病
気
は
、
誰
も
が
か
か
る
可
能

性
が
あ
る
も
の
で
す
。
京
都
府
で
は
病
気
を

正
し
く
理
解
し
、
心
の
病
を
持
つ
人
を
含
め

て
、
す
べ
て
の
人
を
大
切
に
す
る
温
か
い
地

域
社
会
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
、「
京
都

府
こ
こ
ろ
の
健
康
推
進
員
」
養
成
講
座
を
開

催
い
た
し
ま
す
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

受
講
資
格
は
原
則
と
し
て
、
①
京
都
市
を

除
く
京
都
府
内
に
お
住
ま
い
の
方
②
講
座
の

全
課
程
を
受
講
で
き
る
方
③
講
座
終
了
後
、

京
都
府
こ
こ
ろ
の
健
康
推
進
員
と
し
て
活
動

で
き
る
方
。

　

受
講
費
用
は
無
料
（
受
講
に
係
る
交
通
費

等
は
自
己
負
担
）
で
す
。

　

開
催
日
時
は
、平
成
27
年
９
月
３
日
（
木
）

～
12
月
３
日
（
木
）
ま
で
計
７
回
。

　

申
込
方
法
は
、
所
定
の
申
込
書
に
記
入
の

上
、
山
城
北
保
健
所
綴
喜
分
室
に
提
出
＝
締

切
、
８
月
７
日
必
着
（
金
）
＝
。
後
日
、
受

講
決
定
通
知
を
京
都
府
精
神
保
健
福
祉
総
合

セ
ン
タ
ー
か
ら
郵
送
予
定
で
す
。
問
い
合
わ

せ
は
、京
都
府
山
城
北
保
健
所
綴
喜
分
室（
℡

63
‐
５
７
３
４
）
ま
で
。

は
１
人
６
０
０
０
円
。
お
問
い
合
わ
せ
は
山

城
区
域
商
工
会
広
域
連
携
協
議
会
（
℡
68
‐

１
１
２
０
）
ま
で
。

～
す
べ
て
の
人
が
暮
ら
し
や
す
い

　
　
　
　
　
　
　

社
会
づ
く
り
を
目
指
し
て
～

　
「
京
都
府
こ
こ
ろ
の
健
康
推
進
員
」
養
成
講
座
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健
　
康

子 

育 

て

各
種
相
談

【
成
人
・
高
齢
者
保
健
事
業
】

《
山
吹
体
操
ク
ラ
ブ
・
健
康
相
談
》

日
時
／
８
月
６
日
（
木
）

　
　
　

午
後
１
時
半
～
３
時

場
所
／
玉
泉
苑

対
象
／
65
歳
以
上

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、社
会
福
祉
協
議
会
（
℡

82
‐
３
４
９
９
）
ま
で

【
乳
幼
児
健
康
診
査
】

《
乳
児
健
康
診
査
》

日
時
／
８
月
３
日
（
月
）

対
象
／
Ｈ
27
・
３
・
５
～
Ｈ
27
・
５
・
６
生
ま

れ受
付
／
午
後
１
時
～
１
時
半

場
所
／
保
健
セ
ン
タ
ー

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー
（
℡

82
‐
３
３
８
５
）
ま
で

【
心
配
ご
と
相
談
・
人
権
相
談
・
行
政
相
談
・

消
費
生
活
相
談
】

日
時
／
７
月
27
日
（
月
）
午
後
１
時
～
４
時

場
所
／
賀
泉
苑

日
時
／
８
月
３
日
（
月
）
午
後
１
時
～
４
時

場
所
／
玉
泉
苑

＊
心
配
ご
と
相
談
は
、
第
１
月
曜
日
は
玉
泉

苑
、
第
２
月
曜
日
は
賀
泉
苑
で
開
催
し
て
い

ま
す

【
無
料
法
律
相
談
】

日
時
／
７
月
27
日
（
月
）
午
後
２
時
～
４
時

場
所
／
玉
泉
苑

＊
無
料
法
律
相
談
は
予
約
制
で
す

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、社
会
福
祉
協
議
会（
℡

82
‐
３
４
９
９
）
ま
で

【
こ
こ
ろ
の
相
談
室
（
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
）】

日
時
／
７
月
17
日
（
金
）・
８
月
７
日
（
金
）

　
　
　

午
前
11
時
～
午
後
１
時
50
分

場
所
／
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
い
づ
み
人
権
交
流
セ

ン
タ
ー
（
℡
82
‐
３
３
８
０
）
ま
で

【
障
が
い
者
相
談
】

日
時
／
７
月
14
日
（
火
）・
28
日
（
火
）

　
　
　

午
後
１
時
半
～
４
時

場
所
／
役
場
西
別
館
１
階
会
議
室

＊
障
が
い
者
相
談
は
予
約
制
で
す

＊
ご
希
望
の
方
は
、
高
齢
福
祉
課
（
℡
82
‐

６
１
６
５
）
ま
で

【
母
子
の
相
談
・
教
室
】

《
育
児
相
談
》

日
時
／
７
月
15
日
（
水
）・
８
月
５
日
（
水
）

場
所
／
保
健
セ
ン
タ
ー

《
発
達
相
談
》

日
時
／
７
月
23
日
（
木
）

場
所
／
保
健
セ
ン
タ
ー

＊
完
全
予
約
制
・
ご
希
望
の
方
は
保
健
セ
ン

タ
ー
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー
（
℡

82
‐
３
３
８
５
）
ま
で

場
所
／
山
吹
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

・
申
込
は
不
要
で
す

・
天
候
な
ど
の
条
件
に
よ
り
公
開
を
中
止
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す

・
夜
間
の
開
催
に
な
り
ま
す
の
で
お
子
様
だ

け
の
参
加
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
社
会
教
育
課
（
℡
82

‐
５
７
０
０
）
ま
で

たっぷりのお湯で心と体を癒しませんか？
「いで湯」 をご存じですか！？
井手町内には共同浴場施設があります。
男湯 ・ 女湯ともに大浴場と小浴場があり、 井手町の綺麗な水と広い湯船で老若男女
に親しまれている浴場施設です。
ぜひとも 「いで湯」 でゆっくりお風呂を満喫してみませんか？お気軽にお越しください。

入浴料　　　大人１００円　　子ども （小学生まで） ５０円
持参物　　　タオル ・ シャンプー ・ リンス ・石鹸など入浴用品はご持参ください
営業時間　　午後４時３０分～午後９時００分
定休日　　　日曜日
駐車場　　　最大９台まで駐車可能
駐輪場　　　最大１２台まで駐輪可能
設置者　　　井手町　　指定管理者　井手町共同浴場管理運営委員会 （℡８２－５５３３）
所在地　　　井手町大字井手小字段ノ下４９番地の１

MAP

町営住宅等の入居者を次のとおり募集します。
所 在 ／ 井手町大字井手小字段ノ下・下赤田・浜田地内
団 地 名 ／ 町営北団地、町営南団地、府営井手団地
募 集 戸 数 ／ ８戸（一般向け５戸、高齢者・障がい者向け２戸、単身者向け１戸）
交 付 期 間 ／ ７月 10 日 ( 金 ) ～７月 21 日 ( 火 ) 《土曜・日曜・祝日を除く》
申 込 期 間 ／ ７月 16 日 ( 木 ) ～７月 24 日 ( 金 )《土曜・日曜・祝日を除く》
申 込 時 間 ／ 午前９時～１１時３０分・午後１時～４時
入 居 時 期 ／ 平成 27 年８月を予定
そ の 他 ／ 募集案内等は、７月 10日 ( 金 ) より７月 21日 ( 火 ) まで、いづみ人権交流センター内

同和・人権政策課で配布
なお、高齢・障がい者向け、単身者向けの申請にはその内容の証明が必要です。

＊お申し込み・お問い合わせは、いづみ人権交流センター内　同和・人権政策課（℡ 82 － 3380）まで

■■■ 町営住宅等（空家）の入居者募集 ■■■



広報いでH27-07 10

【
開
館
日
】
火
曜
日
～
日
曜
日

【
開
館
時
間
】

４
月
～
９
月

　
　
　
　

午
前
10
時
～
午
後
６
時

10
月
～
３
月

　
　
　
　

午
前
10
時
～
午
後
５
時

☆
７
月
・
８
月
の
休
館
日

７
月
６
・
13
・
21
・
27
～
31
日

８
月
３
・
10
・
17
・
24
・
27
・
31

日※
７
月
27
日
～
31
日
は
、
図
書
館

情
報
シ
ス
テ
ム
機
器
更
新
の
為
、

休
館
し
ま
す
。

　

シ
ス
テ
ム
更
新
に
伴
い
、
図
書

館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
も
７
月
15
日
～

31
日
ま
で
休
止
い
た
し
ま
す
。

☆
貸
し
出
し
冊
数
お
よ
び
期
間

図
書
は
１
人
12
冊
・
２
週
間

雑
誌
は
１
人
５
冊
・
２
週
間

視
聴
覚
資
料
は
１
人
３
点
・
１
週

間☆
主
な
新
着
資
料
の
紹
介　

７
月

一
般
書

「
三
人
屋
」　　
　
　
　

原
田 

ひ
香

「
公
器
の
幻
影
」　　
　
　

芦
崎 

笙

「
破
落
戸
（
ご
ろ
つ
き
）」

　
　
　
　
　
　
　
　
　

諸
田 

玲
子

「
あ
し
た
の
朝
子
」　

山
口 

恵
以
子

「
ビ
オ
レ
タ
」　　
　

寺
地 

は
る
な

「
き
れ
い
の
手
口
」　　

内
館 

牧
子

「
ニ
ッ
ポ
ン
の
絶
景
鉄
道
」

　
　
　
　
　
　
　

山
梨 
将
典
ほ
か

児
童
書

「
あ
な
た
を
ず
っ
と
あ
い
し
て
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　

宮
西 

た
つ
や

「
こ
ろ
こ
ろ
く
る
り
ん
」

　
　
　
　
　
　
　
　

長
野 

ヒ
デ
子

「
そ
れ
ぞ
れ
の
名
前
」　

春
間 

美
幸

「
た
な
か
ら
ぼ
た
も
ち
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　

澤
野 

秋
文

「
か
と
り
せ
ん
こ
う
」　

田
島 

征
三

７
月
・
８
月
の
図
書
館
行
事

《
親
子
で
楽
し
む
紙
し
ば
い
》

７
月
11
日
（
土
）・
８
月
８
日
（
土
）

い
ず
れ
も
午
後
１
時
半
か
ら　

図
書
館
・
絵
本
コ
ー
ナ
ー

《
夏
の
お
は
な
し
会
》

７
月
26
日
（
日
）
午
前
11
時
か
ら

山
吹
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
・
集
会

室《平
和
展
》

８
月
１
日
（
土
）
～
16
日
（
日
）

図
書
館
内

《
水
害
展
》

８
月
８
日
（
土
）
～
16
日
（
日
）

山
吹
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
展
示

ホ
ー
ル

ちゃんぽん食べたかっ！
さだ まさし
　中１で上京して以後、様々
なことを経験しながら成長し
た「僕」は、幾度もの挫折の末、
帰郷し…。「グレープ」に至
るまでの９年間を綴った自伝
的青春小説。『長崎新聞』等
連載を加筆修正し単行本化。
ＮＨＫドラマの原作。

いまどきの子のやる気に火を
つけるメンタルトレーニング
飯山 晄朗
　いまどきの子も、やる気を
出しさえすれば、驚くほどの
すごい成果を上げてくれる。
名門高校野球部を半年で復活
させたメンタルコーチが、や
る気を引き出すための「コツ」
を紹介する。

ぼくだってウルトラマン
よしなが こうたく
　なかなか強くなれないウル
トラマンユウキ。そんなユウ
キを励ますけんたたちは、怪
しい老人から、どんなもので
も大きくするマシーンをもら
う。ユウキがそれを付けると
…。見返しに、絵本に登場し
た怪獣などの図鑑あり。

ウソつきとスパイ
レベッカ・ステッド
　ジョージは引っこし先で、
自称スパイの少年セイファー
と出会う。ジョージはセイ
ファーといっしょに、同じマ
ンションにひそんでいる男
“ミスターＸ”の動向をさぐ
ることに…。

Ｑ
20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金
に
加
入
し
な
い
と
い
け
な
い
の
で
す
か

　
Ａ
．
国
民
年
金
は
、
老
後
の
所
得
保
障
だ
け
で
は
な
く
、
病
気
や
け
が

で
重
い
障
害
が
残
っ
た
と
き
な
ど
に
も
年
金
を
支
給
し
、
思
い
が
け
な

い
人
生
の
「
万
が
一
」
も
サ
ポ
ー
ト
す
る
公
的
年
金
制
度
で
す
。

　

日
本
国
内
に
お
住
ま
い
の
20
歳
か
ら
60
歳
に
な
る
ま
で
の
す
べ
て
の

方
は
、
国
民
年
金
に
加
入
し
て
保
険
料
を
納
付
す
る
義
務
が
あ
り
、
年

金
を
受
け
取
る
権
利
が
あ
り
ま
す
。

　

学
生
や
自
営
業
者
な
ど
の
方
で
、
20
歳
に
な
っ
て
第
１
号
被
保
険
者

と
な
る
方
（
学
生
、
自
営
業
者
等
。
フ
リ
ー
タ
ー
や
無
職
の
方
も
含
ま

れ
ま
す
）
は
、
役
場
で
直
接
、
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
や
公
務
員
の
第
２
号
被
保
険
者
の
方
や
、
そ
の
第
２

号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
る
配
偶
者
の
第
３
号
被
保
険
者
の
方
は
、
勤

務
先
の
事
業
所
が
加
入
手
続
き
を
行
い
ま
す
の
で
、
個
別
の
手
続
き
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　

国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
の
保
険
料
額
は
、
月
額

１
万
５
、５
９
０
円
（
平
成
27
年
度
）
で
す
。

　

学
生
や
フ
リ
ー
タ
ー
で
、
収
入
が
少
な
い
た
め
に
国
民
年
金
保
険
料

の
納
付
が
で
き
な
い
場
合
は
、申
請
を
す
れ
ば
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
・

免
除
と
な
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
申
請
を
行
わ
な
い
ま
ま
国
民
年
金
保
険
料
が
未
納
と
な
っ
て

い
る
と
、
老
後
に
年
金

を
受
け
ら
れ
な
く
な
っ

た
り
、
年
金
額
が
低
く

な
っ
た
り
す
る
恐
れ
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、「
万

が
一
」
の
と
き
に
障
害

年
金
が
受
け
取
れ
な
い

な
ど
の
思
わ
ぬ
事
態
を

招
き
ま
す
。
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ごみは、朝９時までに出してください。
★燃やすごみ、その他ごみ、プラマーク包装容器、カン、ビン、ペットボトルは透明・半透明の袋に入れて出
してください。
★「乾電池」は「カン」の日に、「カセットボンベ缶、スプレー缶」は「その他」の日に、それぞれ別の透明な
袋に入　れて出してください。
★粗大ごみは、収集日の１週間前までに産業環境課へ電話予約（TEL82‐6168）してください。（テレビ・冷蔵庫・
冷凍庫・ 洗濯機・洗濯乾燥機・エアコン・パソコンは除きます）
★テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・洗濯乾燥機・エアコン・パソコンは家電リサイクル品です。
※古紙等（新聞、雑誌、ダンボール、紙パック、雑紙〈その他の紙類〉ごとに分別のうえ）の収集は全地区毎
週月曜日です。

ごみ収集日程表（7月 11 日～ 8月 10 日）

区　分
地　区 燃やすごみ カン ビン 粗大ごみ ペット

ボトル
プラマーク
容器包装 その他

北　　　区
南　　　区
水　無　区

火・金曜日 7月16日 8月6日 7月23日 7月30日 水曜日 火曜日

玉　水　区
石　垣　区
高　月　区

月・木曜日 7月17日 8月7日 7月23日 7月31日 水曜日 火曜日

上 井 手 区
多 賀 全 区 火・金曜日 7月23日 8月6日 7月16日 7月30日 水曜日 水曜日

※ごみ収集に関するお問い合わせは、役場産業環境課（℡ 82-6168）まで

し尿収集日程
収集日 し尿収集

区域番号 収集区域

7月27日 ⑨ 西北河原、東北河原、南口、西北ノ代、東北ノ代、北口、西北組、東松ヶ花、
茶臼塚、新造、東北組、甚五郎谷

7月28日 ⑩ 阿弥陀寺、西南組、東南組、前川、立石、小払、岩倉、馬場崎、墓ノ平

7月29日 ⑪ 内垣内、奥西、帽子田、下川、判ノ地、石名田、高橋、谷村、宮ノ後、天王山、
蛇谷、粟岡、北赤坂、穴虫、南久保、浜、上ノ浜

7月30日 ⑫ 安堵山、起、佃、平山、新四郎山、中島、西垣内、中垣内、東垣内

7月31日 ⑬ 里、玉ノ井、西高月、東高月、清水、栢ノ木、中溝、西山、尾ノ山、山縁、
田村新田

8月3日 ⑭ 川久保、北玉水、辻垣内、野畑、山田、柏原、南玉水、久保、渋川、段ノ下、
扇畑、浜田、橋ノ本

7月13日
8月4日 ⑮ 梅ノ木原、野神、北猪ノ阪、南猪ノ阪、宮ノ本、西前田、北開、北溝、南溝、

下赤田、上赤田、鳥休、柴木田

※し尿に関するお問い合わせは、城南衛生管理組合（℡ 075-631-5171）まで

（プラマーク容器包装）
出せる物・出し方

○　　　　　「プラマーク」のあるボトル類、カップ・トレー類、袋類、チューブ・ふた類、
　　発泡トレー・発泡スチロール類などのうち、簡単な洗浄で汚れが落ちる容器包装

○汚れを取り除いて、透明または半透明の袋に入れて出してください。
○汚れが落ちない容器包装については、「燃やすごみ」に分別してください。

○リサイクルの推進に、ご協力いただきますようお願いいたします。



住民カレンダー
月日 曜日 行　　　　事
7/11 土 親子で楽しむ紙しばい（午後 1時半～、山吹ふれあいセンター図書館）
12 日
13 月 自力整体教室（午後 7時～ 8時半、いづみ人権交流センター）

14 火
障がい者相談（午後 1時半～ 4時、役場西別館１階会議室）
トールペイント教室（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）
ＢＣＧ予防接種（午後 2時～ 2時 45分、保健センター）

15 水
育児相談・遊びの広場（午前 9時半～ 10時半受付、保健センター）
生き生きふれあいサロン【夏祭り】（午後 1時半～、玉泉苑）
パソコン教室 ( 午後 2時半～、午後 7時～、いづみ人権交流センター )
人権講座「きらめき」（午後 7時半～ 9時、いづみ人権交流センター）

16 木

17 金 こころの相談室（午前 11時～、いづみ人権交流センター・予約制）
第 19回井手町社会福祉大会（午後 1時半～、自然休養村管理センター）

18 土 和太鼓教室（午後 1時半～ 3時半、いづみ人権交流センター）
19 日
20 月 海の日

21 火
すくすくクラブ（午前 10時～ 11時 40分、子育て支援センター）
脳活性化クラブ ( 午後 1時半～、玉泉苑 )
手芸教室（午後 1時半～ 3時半、いづみ人権交流センター）

22 水
パソコン教室 ( 午後 2時半～、午後 7時～、いづみ人権交流センター )
自力整体教室（午後 7時～ 8時半、いづみ人権交流センター）
天文台公開（午後 8時～、山吹ふれあいセンター・予備日 7月 24日（金））

23 木
健康教室（午前 10時～ 11時半、いづみ人権交流センター）
井手玉川大学開講式・第1回講座（午後１時半～、自然休養村管理センター）
発達相談（予約制、保健センター）

24 金
大正琴教室（午前 10時～ 11時半、いづみ人権交流センター）
人権学習（午前 11時半～、午後 3時～、いづみ人権交流センター）
太極拳教室（午後１時半～３時、いづみ人権交流センター）

25 土
26 日 夏のおはなし会（午前 11時～、山吹ふれあいセンター集会室）

27 月
心配ごと相談・人権相談・行政相談・消費生活相談（午後1時～4時、賀泉苑）
いづみふれあい学級（午後 1時半～３時、いづみ人権交流センター）
無料法律相談 ( 午後 2時～ 4時、玉泉苑）

28 火 トールペイント教室（午後 1時半～ 3時半、いづみ人権交流センター）
障がい者相談（午後１時半～４時、役場西別館１階会議室）

29 水 のびのびクラブ（午前 10時～ 11時 40分、子育て支援センター）
パソコン教室 ( 午後 2時半～ 5時、いづみ人権交流センター )

30 木 ペン習字教室（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）
31 金
8/1 土 無火災デー防火パレード
２ 日

３ 月
心配ごと相談・人権相談・行政相談・消費生活相談（午後１時～４時、玉泉苑）
乳児健康診査（午後１時～１時半受付、保健センター）
ピラティス教室（午後７時～８時半、いづみ人権交流センター）

４ 火
井手町長選挙告示日
大正琴教室（午前 10時～正午、いづみ人権交流センター）
天文台公開（午後８時～、山吹ふれあいセンター・予備日８月７日（金））

５ 水
育児相談・遊びの広場（午前 9時半～ 10時半受付、保健センター）
生き生きふれあい体操教室（午後１時半～３時半、玉泉苑）
パソコン教室 ( 午後２時半～５時、いづみ人権交流センター )

６ 木 山吹体操クラブ・健康相談（午後１時半～３時、玉泉苑）

７ 金
献血（午前 10時～ 11時半、午後１時～３時半、保健センター）
こころの相談室（午前 11時～、いづみ人権交流センター・予約制）
太極拳教室（午後１時半～３時、いづみ人権交流センター）

８ 土 親子で楽しむ紙しばい（午後１時半～、山吹ふれあいセンター図書館）
和太鼓教室（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）

９ 日 井手町長選挙投票日（午前７時～午後８時、各投票所）
10 月

おめでとうございます まちのカレンダー
（7月11日～8月10日）

発行：京都府綴喜郡井手町
編集：企画財政課
井手町ホームページ

http://www.town.ide.kyoto.jp/

名　　称 電話番号
総　務　課 0774-82-6161
企画財政課 0774-82-6162
税　務　課 0774-82-6163
住民福祉課 0774-82-6164
高齢福祉課 0774-82-6165
保健医療課 0774-82-6166
建　設　課 0774-82-6167
産業環境課 0774-82-6168
上下水道課 0774-82-6169
会　計　課 0774-82-6171
議会事務局 0774-82-6172
教育委員会（学校教育課） 0774-82-4333
山吹ふれあいセンター（図書館・社会教育課） 0774-82-5700
同和・人権政策課

0774-82-3380
0774-82-4112いづみ人権交流センター

いづみ児童館
保健センター 0774-82-3385
地域包括支援センター 0774-82-3690
泉ヶ丘中学校 0774-82-2070
井手小学校 0774-82-2119
多賀小学校 0774-82-2112
玉川保育園 0774-82-2153
多賀保育園 0774-82-2225
いづみ保育園 0774-82-4160
子育て支援センター 0774-82-2232
環境衛生センター 0774-82-4651
学校給食センター 0774-82-3617
井手町まちづくりセンター椿坂 0774-82-3838
町立デイサービスセンター 0774-99-4318
老人福祉センター「玉泉苑」 0774-82-3499
老人福祉センター「賀泉苑」 0774-82-5059
京田辺市消防署　井手分署 0774-82-3000
井手町役場　代表番号 0774-82-2001

公共施設電話番号一覧

(5 月 20 日から 6月 19日までの届け出分・敬称略 )

住所 夫 妻
井 手 秋 山　義 秀 田 中　由香理
井 手     松 本     翔    西 田　華 菜

〈
婚
姻
〉

(5 月 20 日から 6月 19日までの届け出分・敬称略 )

住 所 赤ちゃん 届 出 人
多 賀 細 木　涼

りょう
 介
すけ

健二朗

井 手 　　  瀧 川　  文
あや

経 一

井 手 門 司　陽
はる

 登
と

耕 寛

井 手 　　  熊 切  　叶
かなう

政 信

〈
出
生
〉


